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長 万 部 町 の ご み の 分 別長 万 部 町 の ご み の 分 別
燃やすごみ・燃やす粗大ごみ・燃やさないごみ・資源ごみの分別へのご協力をお願いいたします。
特にペットボトルに関しては、キャップとラベルを外して出してください。
また、プラスチック・塩化ビニール製品は、「燃やすごみ」または「燃やす粗大ごみ」で出してく

ださい。

その他ご不明な点は、役場町民課生活環境係（☎２−２４５３）までお問い合わせください

燃やすごみ
（指定の青色の袋）

台所ごみ、食用油（天ぷら・サラダ油等）、紙コップ、たばこの吸い殻、掃除チリ、再生で
きない紙類、割り箸、串、乾燥した雑草、カップ麺の色つき容器、
カラートレイ、汚れた発泡スチロール箱、洗剤・シャンプー・マヨネーズ・
ケチャップの容器、ラップ、ビニール袋、ペットボトルのキャップ、
コンビニ弁当容器、プラスチック類の玩具、紙おむつ、生理用品、卵容器、
アルミホイル等

燃やす粗大ごみ
（指定の青色の袋）

・革及びゴム類～革靴、ゴム靴、かばん、ベルト、ゴムホース等	
・	繊維類～衣類、カーテン、座布団、ネクタイ、エプロン、手袋、タオル、手ぬぐい、シーツ、
ゴザ、縄くず、タオルケットや布団カバー、毛布、布団、マットレスなどの寝具類等	

・	プラスチック類～ポリタンク、ポリバケツ、フラワースタンド、フラワーポット、アイ
スボックス、梱包用ひも、ビニールホース類、ビニールシート、屑入れ、衣装入れ等	

・木及び板類～棒、板等	
・枝木・廃材類～剪定した庭木・枝木、廃材類、材木の切れ端等	
・解体した木製家具～タンス、ベット、本棚、テーブルなど分解した部材など	
・	その他の木製品～かご、虫かご、鳥かご、花器類、状差し、調度品、野球のバッド、は
しご等

燃やさないごみ
（指定の黄色い袋）

・	金属類～やかん、鍋、釜、フライパン、照明器具、カセットボンベ、スプレー缶、18㍑
缶等

・	ガラス及び陶磁器類～茶碗、皿、カップ、花びん、植木鉢、ガラス破片、照明灯（蛍光管・
電球）、油びん、化粧びん等

・その他～貝殻、自転車、一輪車、スノーダンプ、ガステーブル、小型電化製品等

資源ごみ
（指定の半透明の袋）

・空き缶類～酒・ジュース類、食品類、ペットフード等の缶
・	空きびん類～酒・ジュース類、インスタントコーヒー類、調味料、佃煮、栄養剤等のびん
・ペットボトル類～酒・ジュース類、調味料等のペットボトル
・白色発泡スチロール製トレイ類～発泡スチロール製で白一色の食品等のトレイ
・飲料用紙パック類～牛乳・コーヒー類、ジュース類等の紙パック
・段ボール・紙箱類～段ボール、新聞紙、チラシ、雑誌、紙箱等の紙類

大型ごみ
（電話などで登録。
指定のシールを貼っ

て出す）

カーペット、机、椅子、ソファー、食器棚、本棚、下駄箱、
ストーブ（ポータブル式は除く）、タンス、畳、ベット、ベットマット、灯油タンク（90㍑
まで）（※有料・5月・10月頃に実施する）


